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第７１号議案説明資料 

芦屋市事務分掌条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（部の設置） （部の設置） 

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第1項の規定により，次の

部を設け，事務を分掌させる。 

第1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第1項の規定により，次の

部を設け，事務を分掌させる。 

企画部    

 (1) 総合企画及び総合調整に関する事項                         

 (2) 情報推進に関する事項               

 (3) 秘書，渉外及び儀式に関する事項                        

 (4) 広聴及び広報に関する事項                     

 (5) 市民参画及び協働に関する事項                      

 (6) 国際交流に関する事項                  

 (7) 文化に関する事項                

総務部 総務部 

(1)・(2)  （省略） (1)・(2)  （省略） 

                (3) 情報推進に関する事項

                    (4) 秘書，渉外及び儀式に関する事項

(3)～(5)  （省略） (5)～(7)  （省略） 

                     (8) 総合企画及び総合調整に関する事項

                 (9) 広聴及び広報に関する事項

(6)・(7)  （省略） (10)・(11)  （省略） 

市民生活部 市民生活部 

                 (1) 市民参画・協働に関する事項

(1)・(2)  （省略） (2)・(3)  （省略） 



 

7
1
-
2
 

改正案 現 行 

              (4) 国際交流に関する事項

            (5) 文化に関する事項

(3)・(4)  （省略） (6)・(7)  （省略） 

(5) 社会保険に関する事項 (8) 社会保険及び福祉医療に関する事項 

 (6) 環境保全及び環境衛生に関する事項                     

福祉部 保健福祉部

(1) 社会福祉（児童福祉及び母子福祉を除く。）に関する事項 (1) 社会福祉に関する事項 

               (2) 保健衛生に関する事項

(2)  （省略） (3)  （省略） 

 (3) 福祉医療に関する事項                

こども・健康部        

 (1) 児童福祉及び母子福祉に関する事項                       

 (2) 子ども・子育て支援に関する事項                      

 (3) 保健衛生に関する事項                  

都市建設部 都市環境部

(1)・(2)  （省略） (1)・(2)  （省略） 

                 (3) 下水道及び水路に関する事項

  (3)～(7)  （省略） (4)～(8)  （省略） 

                    (9) 環境保全及び環境衛生に関する事項

 上下水道部       

  下水道及び水路に関する事項                  

 



 

7
1
-
3
 

 

芦屋市水道事業の設置等に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（組織） （組織） 

第3条 （省略） 第3条 （省略） 

2 法第14条の規定に基づき，水道事業の管理者（管理者の権限を行う市長。

以下同じ。）の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。 

2 法第14条の規定に基づき，水道事業の管理者（管理者の権限を行う市長。

以下同じ。）の権限に属する事務を処理させるため水道部を置く。 
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芦屋市職員定数条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（職員の定義） （職員の定義） 

第1条 この条例において「職員」とは，次の各号に該当し，常時勤務する者

（市長，副市長，教育長，病院事業管理者及び固定資産評価員並びに期間

を定めて雇用される者（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の4

第1項の規定により採用された職員を除く。）を除く。）をいう。 

第1条 この条例において「職員」とは，次の各号に該当し，常時勤務する者

（市長，副市長，教育長，病院事業管理者及び固定資産評価員並びに期間

を定めて雇用される者（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の4

第1項の規定により採用された職員を除く。）を除く。）をいう。 

(1)～(3) （省略） (1)～(3) （省略） 

(4) 水道事業の事務部局 (4) 水道部の事務部局 

(5) 病院事業の事務部局 (5) 市立芦屋病院

2 （省略） 

（定数） 

第2条 前条の職員の定数は，次のとおりとする。 

(1)・(2) （省略） 

(3) 水道事業の事務部局の職員 43人 

(4) 病院事業の事務部局の職員 232人 

(5)～(11) （省略） 

2 （省略） 

（定数） 

第2条 前条の職員の定数は，次のとおりとする。 

(1)・(2) （省略） 

(3) 水道部の事務部局の職員 43人 

(4) 市立芦屋病院の職員 232人 

(5)～(11) （省略） 
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芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

別表（第2条関係） 別表（第2条関係） 

種類 支給される職員の範囲 支給額 

防疫手当～技術技能手当 （省略） 

1 福祉部及びこども・健康部

の所管に係る福祉六法に基

づく保護現業の業務，老人の

看護，世話等の業務，青少年

愛護センターの所管に係る

保護，指導，補導等の業務又

は上宮川文化センターの所

管に係る保護若しくは指導

の業務に従事した職員 

1日につき240円 

2 こども・健康部の所管に係

る乳幼児保育の業務に従事

した職員 

1日につき270円（午前7時10分から

の早朝保育業務に従事した場合は，

1日につき400円を加算する。） 

特殊事

務手当 

3～6 （省略） 

教員特殊業務手当～年末年始等特別勤務手当 （省略）  

種類 支給される職員の範囲 支給額 

防疫手当～技術技能手当 （省略） 

1 保健福祉部の所管に係る福

祉六法に基づく保護現業の

業務，老人の看護，世話等

の業務，青少年愛護センタ

ーの所管に係る保護，指導，

補導等の業務又は上宮川文

化センターの所管に係る保

護若しくは指導の業務に従

事した職員 

1日につき240円 

2 保健福祉部の所管に係る乳

幼児保育の業務に従事した

職員 

1日につき270円（午前7時10分から

の早朝保育業務に従事した場合は，

1日につき400円を加算する。） 

特殊事

務手当 

3～6 （省略） 

教員特殊業務手当～年末年始等特別勤務手当 （省略）  
 

 


